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平成 26 年 10 月 10  日

地　　方　　財　　政　　審　　議　　会

　　　　　総務大臣配分資産に係る平成２４年度分から平成２６年度分までの固定資産税の課税標準となるべき
　　　　　価格等の決定及び修正について
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（ 単位 ： 千円 ）

課税標準額 決定価格 課税標準額 決定価格 課税標準額

24 -                     -                     -                     -                     -                     -                     

25 1,126,558         1,045,464         1,045,464         7,804,811         2,172,022         30,408             

26 545,456            3,729,261         1,569,253         12,655,288        2,114,709         29,606             

計 1,672,014         4,774,725         2,614,717         20,460,099        4,286,731         60,014             15,685,374        

-                     

8,926,027         

6,759,347         

総務大臣配分資産に係る平成２４年度分から平成２６年度分までの固定資産税の課税標準となるべき価格等の決定及び修正について（総括）

年　度
追加 修正 計

税額見込み
決定価格
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